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人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
㈠
の
項
適
用
す
る
機
関
の
欄
１
中
「

」
を

総
務
部

総
務

事
務

セ
ン

タ

ー

「

」
に
改
め
、
同
表
医
療
職
給
料
表
㈡
の
項
適
用
す
る
機
関
の
欄
２
中

総
務

部
総

務
事

務
管

理
課

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
医
療
職
給
料
表
㈢
の
項
適
用
す
る

森
林
環

境
事

務
所

環
境

森
林

事
務

所

機
関
の
欄
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

総
務

部
総

務
事

務
セ

ン
タ

総
務

部
総

務
事
務

管
理

課

ー

別
表
第
二
行
政
職
給
料
表
の
部
六
級
の
項
及
び
七
級
の
項
中
「
副
館
長
」
を
「
館
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
二
号
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短

時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
」
を
「
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年

度
任
用
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
職
員
（
同
号
に
掲
げ

る
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の
職
員
と
同
様
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
」

を
「
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
職
員
並
び
に
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
又
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
、
第
九
号
又
は
第
十
号
」

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
五
第
二
項
第
一
号
中
「
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
職
員
（
同
号
に
掲
げ

る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の
職
員
と
同
様
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
」

を
「
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
職
員
並
び
に
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
十
七
・
五
以
上
百
分
の
百
九
十
五
」
を
「
百

分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
九
十
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
一
・
五
以
上
百
分
の
二
百
三
十
五
」

を
「
百
分
の
百
三
十
九
以
上
百
分
の
二
百
三
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
六
以
上

百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
三
・
五
以
上
百
分
の
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
七

以
上
百
分
の
百
四
十
一
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
以
上
百
分
の
百
三
十
九
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
二
」
に
、
「
百
分
の
百

十
四
・
五
」
を
「
百
分
の
百
十
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
県
庁
の
項
中
「
麻
薬
取
締
員
」
の
下
に
「
（
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
う
ち
一
知
事
の
事
務
部
局
の
表
県
庁
の
項
中
「
課
長
（
群
馬
県
行
政
組
織
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
管
課
（
以
下

「
課
長
（
群
馬
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三

「
主
管
課
」
と
い
う
。
）
の
課
長
に
限
る
。
）
」
を

主
監
（
秘
書
課
の
主
監
に
限
る
。
）

十
二
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
管
課
（
以
下
「
主
管
課
」

「
室
長
（
課
に
相
当
す
る
室
の
室
長
に
限
る
。
）

と
い
う
。
）
の
課
長
に
限
る
。
）

所
長
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
及
び
県
民
セ
ン
タ
ー
の

に
、

主
監
（
秘
書
課
の
主
監
に
限
る
。
）

」

次
長
（
秘
書
課
、
人
事
課
及
び
財
政
課
の
次
長
に
限

所
長
並
び
に
群
馬
県
公
立
大
学
法
人
に
勤
務
す
る
所
長
に
限
る
。
）

を
「
次
長
（
秘
書
課
、
人

る
。
）

」

「
室
長
（
課
に
相
当
す
る
室
の
室
長
を
除
く
。
）

事
課
及
び
財
政
課
の
次
長
に
限
る
。
）
」
に
、

所
長
（
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
及
び
県
民
セ
ン
タ

「
室
長

を

に
、

ー
の
所
長
並
び
に
群
馬
県
公
立
大
学
法
人
に
勤
務
す
る
所
長
を
除
く
。
）
」

所
長
」

「

専
門
官
（
滞
納
整
理
専
門
官
を
除
く
。
）

を

専
門
官
（
滞
納
整
理
専
門
官
に
限
る
。
）

九
種

」

「

専
門
官

に
改
め
、

」

「
局
長
（
振
興
局

別
表
第
三
の
う
ち
一
知
事
の
事
務
部
局
の
表
地
域
機
関
及
び
専
門
機
関
の
項
中

館
長
（
近
代
美

長
を
除
く
。
）

を
「
局
長
（
振
興
局
長
を
除
く
。
）
」

術
館
及
び
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
館
長
に
限
る
。
）
」
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に
、
「
西
部
森
林
環
境
事
務
所
、
」
を
「
西
部
環
境
森
林
事
務
所
、
」
に
、
「
西
部
森
林
環
境
事

務
所
長
」
を
「
西
部
環
境
森
林
事
務
所
長
」
に
改
め
、
「
、
近
代
美
術
館
長
、
土
屋
文
明
記
念
文

「
副
所
長

「
支
所
長

学
館
長
」
を
削
り
、

を
「
副
所
長
」
に
、

を
「
支
所
長
」
に
改
め
、

副
館
長
」

副
場
長
」

「
及
び
藤
岡
行
政
県
税
事
務
所
の
専
門
官
」
を
削
り
、
別
表
第
三
の
う
ち
三
教
育
委
員
会
の
表
事

「
課
長
（
総
務
課
の
課
長
を
除
く
。
）

務
局
の
項
中

を
「
課
長
（
総
務
課
の
課
長
を

室
長
（
課
に
相
当
す
る
室
の
室
長
に
限
る
。
）
」

「
社
会
教
育
主

除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
（
課
に
相
当
す
る
室
の
室
長
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

文
化
財
主
監

埋
蔵
文
化
財

監

「
次
長
（
課
付
の
次
長
に
限
る
。
）

を
「
社
会
教
育
主
監
」
に
、

を
「
次
長
（
課
付
の

文
化
財
専
門
官

」

主
監
」

次
長
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
別
表
第
三
の
う
ち
三
教
育
委
員
会
の
表
教
育
機
関
等
（
学
校
を
除

く
。
）
の
項
中

「

館
長
（
図
書
館
の
館
長
に
限
る
。
）

二
種

所
長
（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
長
に
限
る
。
）

四
種

館
長
（
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
館
長
に
限
る
。
）

五
種

を

副
所
長

館
長
（
図
書
館
及
び
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
館
長

六
種

を
除
く
。
）

」

「

所
長
（
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
長
に
限
る
。
）

四
種

館
長
（
図
書
館
の
館
長
に
限
る
。
）

五
種

に
、

副
所
長

館
長
（
図
書
館
の
館
長
を
除
く
。
）

六
種

」

「
室
長

を
「
室
長
」
に
改
め
る
。

副
館
長
」

様
式
第
二
号
中

「

（

）

届
出

の
理
由

該
当

す
る
□

に
レ

印
を

付
す
こ

と
。

□
１

新
た

に
職

員
と

な
つ

た
。

を

□
２

新
た

に
扶
養

親
族

た
る
要

件
を

具
備

す
る
に

至
つ

た
者

が
あ

る
。

□
３

扶
養

親
族

た
る

要
件

を
欠

く
に

至
つ

た
者

子
孫

及
び

弟
妹

で
満

（

、
２

２
歳

の
年

度
末

を
超

え
た

者
を

除
く

が
あ

る

）

。
。

」

「

（

）

届
出

の
理
由

該
当

す
る
□

に
レ

印
を

付
す
こ

と
。

□
１

新
た

に
職

員
と

な
つ

た
行

９
級

職
員

等
に

あ
つ

て
は

扶
養

親
族

（

、

）

た
る

子
が

あ
る
場

合
に

限
る
。

。
□

２
行

９
級

職
員

等
か
ら

行
９

級
職

員
等
以

外
の

職
員

と
な

つ
た

子
以
外

（

に
、

の
扶

養
親

族
が

あ
る

場
合

に
限

る

）

。
。

□
３

新
た

に
扶
養

親
族

た
る
要

件
を

具
備

す
る

に
至

つ
た

者
が
あ

る
行

９

（

）

級
職

員
等

に
あ

つ
て

は
子

に
限

る
、

。
。

□
４

扶
養

親
族

た
る

要
件

を
欠

く
に

至
つ

た
者

が
あ

る
子

孫
及

び
弟

（

、
妹

で
満

２
２

歳
の

年
度

末
を

超
え

た
者

を
除

き
行

９
級

職
員

等
に

あ
、

）

つ
て

は
子

に
限

る
、

。
。

」

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

２
又

は
３

３
又
は

４

（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県

人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
百
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
九
十
」
に
、
「
百
分
の
二
百
三
十
五
」

を
「
百
分
の
二
百
三
十
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
二
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
に
係
る
在
職
期
間
又
は
勤
務
期
間
の
算

定
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
二
十
八
条
第

九
号
に
規
定
す
る
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
（
以
下
「
臨
時
非
常
勤
職
員
」
と
い
う
。
）
は
同
規

則
第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
群
馬
県
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
、
臨
時
非

常
勤
職
員
（
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の
職
員
と
同
様
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
と
し
て
在
職

し
た
期
間
は
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
同
規
則
第
二
十
八
条
の
七
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
十
九

条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
み

な
す
。

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
企
業
局
の
部
県
庁
の
項
中
「
所
長

次
長

主
席
工
事
専
門
検
査
員
」
を
「
次
長
」
に
改

め
、
同
部
地
域
機
関
の
項
中
「
吾
妻
発
電
事
務
所
湯
川
支
所
長
（
統
括
）
」
を
「
吾
妻
発
電
事
務
所
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湯
川
支
所
長
（
総
括
）
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
事
務
局
の
項
中
「
文
化
財
主
監

埋
蔵

文
化
財
主
監

次
長

文
化
財
専
門
官
」
を
「
次
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
事
務
部
局
の
項
中
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
、
県
民
セ
ン
タ
ー
及
び
緑
化
推
進
課
」
を

「
森
林
保
全
課
」
に
、
「
企
画
課
、
こ
ど
も
政
策
課
、
林
政
課
」
を
「
戦
略
企
画
課
、
環
境
政
策

課
」
に
、
「
総
務
課
組
織
係
長
」
を
「
総
務
課
法
制
係
長
及
び
組
織
係
長
」
に
、
「
同
係
」
を
「
同

課
組
織
係
」
に
、
「
秘
書
係
長
」
を
「
秘
書
第
一
係
長

秘
書
第
二
係
長
」
に
、
「
管
財
課
」
を

「
財
産
有
効
活
用
課
」
に
改
め
、

「

学
事
法

法
制
第
一
係
長

を
削
り
、

制
課

」

「

「

総
務
事

総
務
事

務
セ
ン

を

務
管
理

に
、
「
資
金
管
理
係
長
」
を
「
資
金
・
決
算
係
長
」
に
改

タ
ー

課

」

」

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
六
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
七
第
二
項
第
二
号
中
「
、
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
又
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
」
を

「
又
は
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
十
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対

象
障
害
者
で
あ
る
職
員
及
び
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て

配
慮
を
必
要
と
す
る
者
と
し
て
衛
生
管
理
医
（
知
事
が
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年

労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
定
め
る
要
件
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
産
業

医
の
要
件
」
と
い
う
。
）
を
備
え
た
医
師
で
あ
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
又
は
産
業
医
の

要
件
を
備
え
た
医
師
で
あ
る
者
と
し
て
委
嘱
し
た
も
の
を
い
う
。
）
が
認
め
る
職
員

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
緑
化
推
進
課
」
を
「
森
林
保
全
課
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
管
財
課
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
課
」
を
「
財
産
有
効
活
用
課
、
イ
ベ
ン

ト
産
業
振
興
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
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号
」
に
改
め
、
「
（
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の

職
員
と
同
様
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
二
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
係
る
職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
群
馬
県
条
例
第
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
人
事
委

員
会
規
則
等
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
附
則
第
二
項
、
群
馬
県
会
計
年

度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
附
則
第

二
項
又
は
群
馬
県
公
立
学
校
等
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬

県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
五

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

第
三
条
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
次
に
掲
げ
る
法
人
」
を
「
群
馬
県
職
員
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年

群
馬
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
社
又
は
同
条
例
第
七
条
第
五

項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
庫
等
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
五
条
中
「
前
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
」
を
「
退
職
手
当
通
算
法
人
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

退
職
手
当
通
算
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
当
該
法
人
」
を
「
退
職
手
当
通
算
法
人
」

に
改
め
、
「
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
一
号
）
」
を
削
る
。

第
九
条
中
「
第
四
条
各
号
」
を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

四
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
二
条
各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中
「
、
課
長
、
室
長
及
び
所
長
」
を
「
及
び
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
、
課
長
及
び
室
長
（
課
内
室
の
室
長
を
除
く
。
）
」
を
「
及
び
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正

規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
九
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
訓
令

■
群
馬
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
年
保
存
文
書
の
項
第
四
号
及
び
四
年
保
存
文
書
の
項
第
二
号
中
「
臨
時
職
員
の
雇

用
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
免
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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